
2.小児に対する医療機関以外の接種場所の確保について

上記のとお り、小児の間で感染が拡大し、地域によつては小児科に患者が集中

している状況にあります。このような状況の中で、多数の小児がワクチン接種を

行 うために小児科を受診することによつて、更に小児科の負担が増大することが

懸念されます。

ついては、各都道府県及び市町村において、受話医療機関や郡市医師会等と調

整いただき、接種場所として保健センターや保健所などの活用を、再度ご検討い

ただくよう、お願いします。

保健センター等を活用する例として、次のような方法が想定されるので参考と

して下さい。

(例 1)市町村が中心となり、当該市町村に所在する受託医療機関を募つて特

定の学校・学年の児童等を集めて保健センター等で接種する方法

(例 2)郡市区医師会が中心となり、受託医療機関の管理者が当該医師会の会

員 となつている医療機関を募って、保健センタニ等に当該地域の児童を集

めて接種する方法

(例 3)ガ 学ヽ校の校医が勤務 している受託医療機関が、保健センターに特定の

学年ごとの児童を集めて接種する方法

なお、保健センター等を活用する際には、実施要綱・要領に基づき、予診によ

り被接種者の健康状態の把握に努めるとともに、被接種者に十分説明し同意を得

るなど、安全性の確保に留意 して下さい。

3.新型インフルエンザ感染者に対する周知について

基本的に新型インフルェシザに既に感染 した者については、免疫が獲得されて

いるため、ワクチンの接種を受ける必要はないと考えられます。

またt現在、厚生労働省が行つているサーベイランスによると、現在、国民が

罹患しているインフルエンザの大部分は新型インフルエンザウイルスによるもの

です。このため、本年の夏以降、A型のインフルエンザと診断された者について

は、新型インフルエンザに既に感染した可能性が高いと考えられます。なお、PCR

検査により新型インフルエンザに罹患したことが確定した方については、フクチ

ン接種は必要ないと考えられます。

A型のインフルエンザに罹患したと考えられる方が、ワクチンの接種を希望さ

れる場合は、上記のことをご理解いただいた上で、医師と相談し、接種の有無に

ついて判断していただきたい旨、周知をお願いします。
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図 1 スケジユールー部前倒 しのイメージ
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汗盛ζl年 11月 24日 現在

都道府県 市町村 実施者 実施期間 接種場所 対象者 対象者数 その他

宮城県 女川村 女川町

12月 9、 10、

11、 19、 1月
13-16日

保健セン
ター

1歳 ～小学校
3年生

約1000人 03受託医療機関が関わつて実施

宮城県 大衡村 大衡村 12月 に1回
村営診療

所 ‐
小学校1～ 3
年生

約80名程度

山形県 酬
順

山

鰯

山辺町、新
型インフル
エンザ接種
医師団(8
医療機関)

11月 17日 ～
12月 24日 ま
での毎週火・

木曜日(18

時45分 ～)

保健セン
ター

保育所入所
者、小学生

響 幽 颯 警鱚麟 寮鐵 ら
8躙 ターの保健師が、予診票の記入漏れ等を確認することもに、重要な

ポイントをチェック
08受話医療機関の医師が交代で接種
O接種費用は医師団の会計として管理

東京都
中央区
(別 紙)

中央区医
師会

11月 23日 、
12月 及び 1

月 (予 定)

保健所、保
健センター

1歳～6歳 (就

学前 )

11月 23日

約300人、
12月 及び1

月で約1000

人程度を予
定

騨 夏誓房蓑着施策として全額助成券と予診票を個別に郵送し、予診票を記載

嶋 慶曇騎 が10mLバイアルのワクチンを持ち寄つて実施
・安全性マニュアルを作成し事前に指導

:爾   FI暮 ず望題ll集手寿響問題点を兵

13ビ榎記ヮクチンの配布は東京都に中央区が要請中

滋賀県 大津市
大津市、医
師会

12月 19日 ～

2月 3日 の23

日間 (2回 目
の接種を含
む )

大津市民
病院、体育
館、すこや
か相談所

1歳 ～小学校
3年生

O予約制
○医師会と検討会を組織

徳島県 徳島市 徳島市
12月 5、 6日 、
12、 13日

保健セン
ター

小学校 1～ 3
年生 (12月 5、

6日 )、 1～ 6
歳 (未就学

児)(12月 12、

13日 )

約1000人
○幼稚園・保育所及び市教育委員会の協力を得て学校を通じて、接種希望を募

る

K公表に いただいた市 のみを記載

新型インフルエンザの集団的接種の主な実施状況(予定を含む)

現在

‥
ω
ω
‥

③



(別紙 )

(21.11.18山 辺町聞き取 り)

山形県山辺町における集団的接種の実施について

(集団的接種の考え方)

○ 山辺町では、小児科医が 1名のみであることから、小児に対する接種を行う場合に

当該医療機関に集中してしまうためt集団的な接種の方法をとる必要があるものと判

断。

(接種計画 )

○ 山辺町新型インフルエンザ対策本部長名で各医療機関に集団的接種の協力を要請

し、 8つの受託医療機関から協力を得て、新型インフルエンザ接種医師団を組織。

O 接種は、11月 17日 から 12月 24日 までの毎週火曜日・木曜日の 18時 45分から山

辺町保健センターで実施。

0 8つ の受託医療機関の医師が交代で接種を実施。

O 当面は、保育所入所者及び小学生を対象として接種を実施。

(広報)

○ 対象者へは、学校等を通 じて情報を提供し希望者を募るとともに、予診票をあらか

じめ配布。

O 学校関係者は、感染状澤を毎週保健所に報告 していることから、接種の必要性が高

いことを認識しているとともに、学級閉鎖が続 くとカリキュラムに影響すること、学

校は事務的な文書のやりとりを行うのみにとどめることにより、協力。

(ワ クチンの確保)

○ ワクチンは、集団接種の実施について山形県と相談 し、医師団代表医療機関から必

要量を山形県に要請 し確保。

(11月 17日 の実施状況)

0 17日 は、受託医療機関の医師 2名 、保健センターの職員 6名 を含む 12名 体制を組

織 し、被接種者 58名 を約 1時間かけて接種。

○ 保健センターの保健師が、予診票の記載漏れ等を確認するとともに、重要なポイン

トをマーカーでチエツク.

○ 医師が、当該予診票をもとに予診及び接種の意思を確認 し、接種を実施。

O 接種後、経過観察時間を 30分確保し、看護師及び保健師が待機 (副反応はなし)。

(接種費用)    .
O 接種料金は、1回 目3600円、2回 目

負担分を差し引いて、 1回 目 1800円 、

1800円 、 2回 目 1350円 )

2550円 と設定し、被接種者からは、町の費用

2回 目 1200円 を徴収。 (町負担額 :1回 目

○ 接種費用は、町の協力のもとに医師団の会計として管理
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(別紙 )

(21.11.24東京都中央区及び中央区医師会聞き取 り)

東京都中央区における集団的接種の実施について

(集団的接種の考え方)      ・

○ 受託医療機関において、予約がキヤンセルされた場合に 10m Lバイアルのワクチ

ンが効率的に使用できないこと、小児科の受託医療機関において、日常の診療に新型

インフルエンザ患者の治療、季節性インフルエンザの接種などが重なり、多忙を極め、

新型インフルエンザワクチンの接種について、区民め要望に答えることが困難なこと

等から、中央区医師会が集団接種を検討。

(接種計画)

○ 接種は、11月 23日 、12月 及び 1月 .(予 定)に、保健所及び保健センターにおいて

実施。

0 1歳 ～ 6歳 (就学前)の者を対象

o 安全性マニュアルを作成し、事前に指導を実施

(広報等)

○ 中央区の独自施策として、全額助成券及び予診票を個別に送付。

(ワ クチンの確保)

○ 受託医療機関が、10m Lバイアルのワクチンをそれぞれ持ち寄つて実施

○ 今後のワクチンの配布は東京都に中央区が要請中。

(11月 23日 の実施状況)

○ 医師、看護師等は医師会が確保するとともに、必要な物品等も医師会で用意。

○ あらかじめ送付された予診票について、保護者が記載の上、当日持参。

O 小児科医、内科医及び看護師の 3人を 1チーム とし、計 6チームで約 300人の接種

を実施。

○ 接種後の経過観察室にも医師を配置。

0 1時 間ごとに安全確認等のためのミーティングをチームごとに行い、問題点を共有

するとともに、その改善を実施。

○ 接種終了後、全スタッフで総括を実施。

(接種費用)

○ 全額助成券をあらかじめ配布。

(その他)

0 12月 及び 1月 において、約 1,000人程度の接種を予定
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事 務 連 絡

平成 21年 12月 16日

各都道府県新型インフルエンザワクチン担当部局 御中

厚生労働省

新型インフルエンザ対策推進本部

新型インフルエンザ (A/HlNl)ワ クチン (国内産)の

接種回数の変更等について

日頃より、新型インフルエンザ対策にご協力いただき、誠に有り難うございま

す。

今般、新型インフルエンザ (A/HlNl)ワ クチン (国内産)の接種回数について

下記のとおり変更するとともに、当該変更等を踏まえて、当面の接種について下

記のとおり進めることといたしますので1各都道府県における対応方よろしくお

願いいたします。

1.接種回数の変更について

今般、11月 上旬から国立成育医療センター及び大阪市立大学公衆衛生学教室に

ょって実施された、中高生及び妊婦に対する臨床試験の 1回 目接種後の抗体価に

関する結果等についての専門家による評価を踏まえ、新型インフルエンザ

(A/HlNl)ワ クチンの接種回数について、別紙 1の とおり

・「中高生に相当する年齢の者」は1回接種とすること

「ヽ妊婦」は1回接種の方針 (平成 21年 11月 17日 付け厚生労働省新型イン

フルエンザ対策推進本部事務連絡を参照)を維持すること

といたしましたので、管下市町村、受話医療機関及び住民の方々への周知方よろ

しくお願いいたします。

2.標準的接種スケジユールの前倒し検討について

1.の とおり中高生に相当する年齢の者のフクチンの接種回数を1回に変更す

るとともに、新型インフルエンザの推計患者数 (平成 21年 12月 6日 時点で累計

約 1,400万人と推計)を差し引くことにより修正した「標準的接種スケジユール
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(目 安)」 は別紙 2の とおりとなります。

このスケジユール (目 安)では、これらの見直しを踏まえ、「高校生に相当する

年齢の者」及び「高齢者」の開始時期について、それぞれ半月程度の前倒しが可

能となります。しかしながら、1月 の接種開始までに時間がないこと等を踏まえ、

前倒しを実施するか否かは各都道府県でご判断いただくことといたします。

各都道府県におかれては、地域の接種の進1/J状況や予約状況等を踏まえて可能

であれば前倒しの対応をいただくようお願いいたします。その際、12月 28日 に

出荷 (卸売販売業者に 1月 6～ 7日 頃納入見込み)さ れる製剤の大部分は 10mlバ

イアル製剤になることを踏まえ、

・中学生や高校生に相当する年齢の方に対する集団的接種の実施について検討

いただきたいこと

・ 11月 後半から12月 半ばにかけて相当量のワクチンが出荷 (約 1,500万回

分)され、地域ごとの違いはあるものの、全国的には概ね接種希望に対応で

‐ きる量めワクチンが供給される可能性が高く、10mlバイアル製剤の有効活用

を図る観点からは、高校生や高齢者など次の優先接種対象者のグループの接

種を早期に開始することが望ましいこと

などについても考慮いただきますようお願いします。(平成 21年 12月 11日 付け

厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務連絡を参照)

3.優先接種対象者以外の方へのフクチン接種開始について

平成 21年 12月 15日 付けで「新型インフルエンザ (A/HlNl)ワ クチン接種の

基本方針」を改訂して今後、健康成人に対しても接種を進めるとともに、健康成

人のうち低所得の方に対しても、優先接種対象者と同様に、費用負担軽減措置を

講じることといたしましたが、健康成人に対する接種開始時期等の接種の進め方

については、輸入ワクチンの状況等を踏まえ、来年 1月 を目途にご連絡をいたし

ますので、ご承知おき下さい。 (平成 21年 12月 15日 付け厚生労働省新型インフ

ルエンザ対策推進本部事務局事務連絡を参照)

以上
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.               (別
紙 1)

新型インフルエンザワクチンの接種回数の見直しについて

平成 21年 12月 16日

厚生労働省

今般、中学生、高校生及び妊婦に対する 1回接種後の臨床試験の

結果が得られたことから、新型インフルエンザワクチンの接種回数

について、専門家の意見も伺いながら検討を行い、以下の方針で対

・応することとした。

《これまでの確定事項》
1‐

‐ ‐ ‐ ~‐ ‐ ‐ ~~~二 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ r… ― ‐ ‐ ‐ ‐
… … … … … … … ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ … … ●・ … ‐

“
~~― ‐ ― ‐ ‐ ‐ ― 中 ‐

“
― ‐

1

-・   ‐
一 =― ― を

・
 L‐          :

○『健康成人」o及び「65歳以上の者」については、1回接種とする。

○「妊婦Jは 1回接種とする。ただし、妊婦を対象とした臨床試験の結果により

検証を行う。

○「基礎疾患を有する者」は1回接種とするが、著しく免疫反応が抑制されてい

る者は2回接種としても差し支えないものとする。

O「 1歳から小学校6年生に相当する年齢までの者」は2回接種とする。なお、

中学 1年生に相当する者であつても接種時に13歳になつていない者につい

ては、2回接種とする。

○「中高生に相当する年齢の者」は当面2回接種とするが、今後の中再生を対象

とした臨床試験の1回目の接種結果等を踏まえ判断する。

[“ _」LΨ 仝上野11■ [富ξl害
に本目当ζ打る有

=J冷
の名|」 に言亥当しない 13」「及び 191Fの 尋旨を含む。

《今回の見直し方針》

(1)「中高生に相当する年齢の者」は 1回接種とする。

今回の中高生を対象とした臨床試験において、 1回接種で国際的

な評価基準を上回る十分な抗体価の上昇がみられたことなどから、

「中高生に相当する年齢の者」については、 1回接種とする。
* ただし、中学 1年生に相当する者であつても接種時に 13歳になつていない者については、2回接

種とする (上記 《これまでの確定事項》参照)    ・

(2)「妊婦Jは 1回機種の方針を維持する。

妊婦については、健康成人を対象とした臨床試験の結果などを踏

まえ 1回接種としていたがt今回の妊婦を対象とした臨床試験にお

いて、 1回接種で国際的な評価基準を上回る十分な抗体価の上昇が

みられたことなどから、 1回接種の方針を維持する。
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【現時点での標準的接種スケジユール(目 安)】

i-----l ..."rf,C"A11rfiirfi{L(rv6} ⑩ ・…スケジュール未定部分

(輸入ワクテン、国産ワクテン)

(ElJf,S 2 )
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